
様式第2号（第9条関係）

中高層建築物チェックシート
※□内にチェックを入れる

手　　　　続　　　　事　　　　項 不要 済 未 所管課（所）

狭あい道路事前協議に関すること。 □ □ □

建築・工作物確認に関すること。 □ □ □

都市計画法の手続に関すること（開発許可等）。 □ □ □

取手市中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱に関すること。 □ □ □

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に関すること。 □ □ □

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）に関すること。 □ □ □

取手市道路位置指定指導要領に関すること。 □ □ □

その他建築基準法の手続に関すること。　（　　　　　　　　　　　　　　　　） □ □ □

茨城県景観形成条例に関すること。 □ □ □

取手市建築物における駐車施設の附置等に関する条例に関すること。 □ □ □

都市計画決定された都市施設に関すること（事業中のものを除く。）。 □ □ □

下高井特定土地区画整理事業に関すること。 □ □ □

その他都市計画法の手続に関すること　。（　　　　　　　　　　　　　　　　） □ □ □

取手市緑の保全と緑化の推進に関する条例に関すること。 □ □ □ 水 と み ど り の 課

茨城県ひとにやさしいまちづくり条例に関すること。 □ □ □ 障 害 福 祉 課

取手市自転車の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例及び交通安全施設に関すること。 □ □ □ 安 全 安 心 対 策 課

集会所等に関すること。 □ □ □ 市 民 協 働 課

取手市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に関すること。 □ □ 広 報 広 聴 課

取手駅東口地区計画・取手駅西口地区計画に関すること。 □ □ □ 中心市街 地整 備課

土地区画整理事業（下高井土地区画を除く。）に関すること。 □ □ □

取手駅北土地区画整理事業に関すること。 □ □ □

藤代駅南口地区計画に関すること。 □ □ □

浜田・上萱場集落地計画（紫水一丁目～三丁目）に関すること。 □ □ □

道路の手続及び市が所管する道路等の維持管理に関すること。 □ □ □

事業中の都市計画道路に関すること。 □ □ □

排水に係る調査及び計画に関すること。 □ □ □

排水路の整備及び維持管理に関すること。 □ □ □

公共下水道供用開始区域及び公共下水道汚水管工事区域の取扱いに関すること。 □ □ □ 取手地方広域下水道組合

浄化槽の設置に関すること。 □ □ □

騒音振動等公害対策に関すること。 □ □ □

取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に関すること。 □ □ □

ごみ集積所設置に関すること。 □ □ □

売場面積1,000㎡以上の店舗の届出に関すること。 □ □ □ 産 業 振 興 課

埋蔵文化財等に関すること。 □ □ □ 埋蔵文化財センター

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（風営法）に関すること。 □ □ □ 取 手 警 察 署

消防施設等指導基準に基づく消防水利施設等に関すること。 □ □ 消 防 本 部

環 境 対 策 課
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